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住
吉
公
園
の
原
風
景
を

彩
る
生
物
た
ち

―

水
辺
の
植
物
Ⅰ「
ア
シ
・
ヨ
シ
」―

 

呼
び
か
け
に
よ
る
大
阪
招
魂
社
創
建
の
初

協
議
会
が
府
、市
、商
工
会
議
所
お
よ
び
師

団
代
表
に
よ
り
行
わ
れ
る
。

二
、同
年
九
月
に
内
務
省
か
ら
指
定
招
魂
社
案

が
提
示
さ
れ
、こ
れ
に
該
当
す
る
招
魂
社
の

調
査
に
対
し
て
大
阪
府
は
、当
府
に
は
官
祭

招
魂
社
が
一
社
存
在
す
る
が
該
当
し
な
い
こ

と
、紹
介
の
要
件
に
該
当
す
る
招
魂
社
は
目

下
創
建
準
備
中
で
あ
り
、近
く
申
請
す
る
見

込
み
で
あ
る
旨
を
回
答
し
た
。

三
、同
年
十
二
月
二
十
二
日
、大
阪
招
魂
社
造
営

大
綱
を
決
定

四
、昭
和
十
四
年
一
月
、大
阪
招
魂
社
奉
賛
会
発

足
。

五
、同
年
二
月
二
十
日
に
地
鎮
祭

六
、同
年
二
月
二
十
一
日
よ
り
護
國
神
社
造
営
工

事
を
開
始（
樹
木
移
設
、工
作
物
移
転
等
）

七
、同
年
四
月
の
護

國
神
社
制
度
の

施
行
伴
い
大
阪

招
魂
社
奉
賛
会

を
大
阪
護
國
神

社
奉
賛
会
に
変

更
八
、同
年
四
月
三
十

日
に
創
建
願
書

を
内
務
大
臣
あ

て
に
提
出

九
、同
年
六
月
六
日
、

内
務
大
臣
よ
り

許
可
、翌
七
日
、

そ
の
旨
が
内
務

省
神
社
局
か
ら

発
表
さ
れ
た
。

十
、昭
和
十
五
年
三

月
末
、仮
社
殿

竣
工

十
一
、同
年
四
月
二
十
二
日
、内
務
大
臣
に
対
し

て
護
國
神
社
指
定
申
請

十
二
、同
年
同
月
三
十
日
付
で
大
阪
護
國
神
社
、

内
務
大
臣
の
指
定
を
受
け
る

十
三
、同
年
五
月
四
日
の
鎮
座
祭
、五
日
の
第
一

回
例
祭
を
行
う

一
方
︑住
之
江
公
園
の
動
き
は
次
の
と
お
り
で
す
︒

一
、昭
和
十
四
年
一
月
二
十
六
日
の
参
事
会
で
、住

之
江
公
園
の
北
西
と
南
西
角
地
に
あ
る
民

有
地
を
公
園
用
地
と
し
て
買
収
す
る
こ
と

に
可
決
確
定

二
、同
年
六
月
一
日
に
住
之
江
公
園
の
南
側（
温

室
と
花
壇
）が
供
用
廃
止

三
、昭
和
十
五
年
四
月
十
六
日
の
参
事
会
で
前

年
に
買
収
し
た
土
地
の
一
部（
南
西
側
）と
供

用
廃
止
さ
れ
た
住
之
江
公
園
の
南
側
を
合

わ
せ
、一
万
坪
を「
神
社
境
内
地
ト
シ
テ
大
阪

護
國
神
社
ニ
無
償
譲
渡
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」と

し
て
可
決
確
定

以
上
の
こ
と
か
ら
︑大
阪
護
國
神
社
創
建
に
合

わ
せ
て
住
之
江
公
園
が
改
変
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
︒ま
た
同
時
に
︑大
阪
護
國
神
社
創
建

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
非
常
に
タ
イ
ト
で
あ
る
こ
と

が
読
み
取
れ
ま
す
︒タ
イ
ト
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に

収
め
る
た
め
に
は
︑大
阪
護
國
神
社
は
府
県
社

で
あ
る
こ
と
か
ら
︑大
阪
府
知
事
が
神
社
創
建
の

音
頭
を
取
り
︑大
阪
府
の
中
心
で
あ
る
大
阪
市

内
に
存
在
す
る
︑大
阪
府
営
の
住
之
江
公
園︵
住

吉
公
園
は
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
︶に
持
っ
て
来
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
︒ま
た
︑昭
和
十
四
年︵
一
九
三
九
︶一

月
に
大
阪
招
魂
社
奉
賛
会
が
発
足
し
︑同
年
二

月
二
十
日
に
地
鎮
祭
を
執
り
行
い
︑二
十
一
日

よ
り
作
業
を
開
始
し
て
い
ま
す
︒こ
の
時
点
で
は

住
之
江
公
園
の
一
部
廃
止
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
︑

さ
ら
に
同
年
四
月
三
十
日
に
創
建
願
書
を
内
務

大
臣
あ
て
に
提
出
し
︑同
年
六
月
六
日
︑内
務
大

臣
よ
り
許
可
が
下
り
る
直
前
に
公
園
の
一
部
廃

止
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
︒

　

ま
た
︑招
魂
社
指
定
標
準
で
は
︑社
殿
境
内
が

府
県
社
に
相
当
す
る
規
模
た
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す
が
︑明
治
四
十
五
年︵
一
九
一
二
︶に
出

版
さ
れ
た﹃
府
県
郷
社
明
治
神
社
誌
料
﹄全
３
巻

の
府
県
社
を
見
る
と
境
内
規
模
に
は
ば
ら
つ
き

が
あ
り
︑最
も
多
く
み
ら
れ
る
規
模
は
二
～
三
千

坪
に
な
り
ま
す
︒し
た
が
っ
て
大
阪
府
が
目
指
し

た
一
万
坪
と
い
う
も
の
は
当
時
の
府
県
社
の
規

模
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
く
国
か
ら
示
さ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
︒

住
之
江
公
園
の
改
修

　

護
國
神
社
創
建
に
伴
い
改
修
に
迫
ら
れ
た
住

之
江
公
園
の
計
画
は﹃
公
園
緑
地
﹄︵
公
園
緑
地

協
会 
著
者
︶に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す︵
注
６
︶︒そ
れ

に
よ
る
と
︑﹁
公
園
は
南
側
を
神
社
の
境
内
と
な

る
た
め
︑南
入
口
を
東
方
に
移
し
︑境
内
に
接
し

幅
員
１
４
．５
メ
ー
ト
ル
の
園
路
を
配
し
︑西
入

口
及
こ
れ
に
接
す
る
樹
林
地
を
改
造
し
て
在
来

の
正
面
苑
路
二
線
を
幅
員
２
０
メ
ー
ト
ル
の
一

線
に
変
え
︑南
の
神
社
に
近
き
部
分
に
相
撲
場

を
設
け
弓
場
の
西
に
接
し
温
室
花
壇
を
移
し
︑

幹
線
園
路
の
一
部
に
大
改
造
を
行
う
整
備
計
画

を
し
て
い
る
が
︑将
来
護
國
神
社
の
本
殿
を
建
築

す
る
に
当
た
り
︑西
北
隅
の
境
内
の
盛
土
を
行
う

た
め
の
土
砂
を
公
園
北
西
部
で
掘
削
し
確
保
す

る
︒こ
の
部
分
を
埋
戻
し
２
５
メ
ー
ト
ル
プ
ー
ル

を
移
築
す
る
豫
定
で
あ
る
︒﹂と
な
っ
て
い
ま
す
︒

　

ま
た
︑公
園
の
整
備
は
護
國
神
社
創
建
の
準

備
工
と
し
て
そ
の
内
容
が
一
部
記
載
さ
れ
て
お

り
︑二
月
末
か
ら
九
月
末
の
樹
木
の
移
植
に
始

ま
り
︑公
園
施
設
の
移
転
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
︒た
だ
︑相
撲
場
︑弓
場
や
園
路
の
改
修

が
い
つ
行
わ
れ
た
か
は
不
明
で
す
︒ま
た
︑２
５

メ
ー
ト
ル
プ
ー
ル
の
移
築
は
最
後
ま
で
行
わ
れ

る
こ
と
は
な
く
︑池
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
ま
し

た
︒図
８
は
昭
和
十
七
年︵
一
九
四
二
︶の
航
空

写
真
を
基
に
筆
者
が
図
化
し
た
も
の
で
す
︒

︵
荒
木
美
喜
男
︶

注
１：
参
拝
の
た
め
の
殿
舎
︑や
し
ろ
︑祠

注
２：
岩
倉
公
実
記
Ｐ
４
６
８

注
３：
大
阪
護
國
神
社
史
Ｐ
６
７

注
４：
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス﹁
大
阪
偕
行
社 

 

使
用
地
域
内
へ
記
念
標
建
設
の
件
﹂

注
５：
大
阪
護
國
神
社
史
Ｐ
７
０
︑７
１
︑７
２
︑７
３
︑

 

７
９
︑８
５
︑８
８
︑８
９
︑９
０

注
６：
公
園
緑
地
第
３
巻
１
２
号
Ｐ
９
０

 

﹁
大
阪
護
國
神
社
造
営
工
事
概
要
﹂

明治6年に開設して150周年を迎えた大阪府営住吉
公園の歴史探訪誌として、2018年12月から季刊で
第16号まで発刊してまいりました。2023年7月刊の

『住吉公園と住吉さん』編纂による一時休止後、
2023年12月より再刊しました。ぜひとも住吉公園、
大社界隈の悠久の歴史地理をご堪能ください。

発行日:2024年3月1日（季刊：3月・6月・9月・12月発行）
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図8　昭和17年 住之江公園と大阪護國神社

　

大
阪
市
の
市
章
に
な
っ
て
い
る

み
お
つ
く
し

澪
標
は
芦

原
の
中
の
水
路
を
示
す
標
示
板
が
由
緒
と

な
っ
て
い
ま
す︵
写
真
①
︶︒ア
シ︵
ヨ
シ・
芦
・

蘆
・
葦
・
葭
︶は
淀
川
水
系
を
始
め
︑大
阪
近

辺
の
淡
水
の
水
辺
に
生
育
し
て
い
ま
す
︒︵
写

真
②
︶

　

元
々
︑葦
は
ア
シ
が
呼
称
の
植
物
で
古
事

記
や
日
本
書
紀
に
は
︑う

ま

し

あ

し

か

び

ひ

宇
摩
志
阿
斯
訶
備
比　

こ
ぢ
の
か
み

古
遅
神
と
い
う
︑泥
の
中
か
ら
生
き
生
き
と
伸

び
る
葦
の
芽︵
ア
シ
カ
ビ
︶の
よ
う
に
︑神
格

化
さ
れ
た
神
様
が
登
場
す
る
と
と
も
に
︑

と
よ
あ
し
は
ら
の
み
ず
ほ
の
く
に

豊
葦
原
瑞
穂
国
が
日
本
の
別
名
に
な
っ
て
い

ま
す
︒平
安
期
か
ら
は
ア
シ
が﹁
悪
し
﹂に
通

じ
る
こ
と
か
ら
︑真
逆
の
ヨ
シ﹁
良
し
﹂に
呼

び
変
え
ら
れ
︑現
在
で
は
︑植
物
図
鑑
に
も
両

名
が
併
記
さ
れ
て
い
ま
す
︒

　

現
在
で
も
︑淀
川
や
琵
琶
湖
の
ア
シ
原
は

よ
し
ず

葭
簀
の
材
料
と
し
て
有
名
で
す
が
︑元
禄
二

年︵
一
六
八
九
︶の
寺
田
家
文
書
の
中
に
︑

﹁
葭
年
貢
﹂の
記
事
が
あ
り
ま
す
︒︵
写
真
③
︶

　

当
時
の
住
吉
郡
七
道
村
で
は
︑村
の
手
水

橋︵
手
洗
橋
︶の
葭
に︵
注
１
︶こ
も
の
な
り

小
物
成
年
貢
が

か
け
ら
れ
て
い
ま
す
︒

　

七
道
村
は
︑七
道
領
や
七
道
浜
︑七
堂
村
︑

七
度
村
な
ど
と
記
さ
れ
︑紀
州
街
道
に
沿
っ

て
堺
北
堀
の
北
側
か
ら
安
立
町
に
続
く
地

域
で
し
た
︒︵
図
①
︶

　

村
高
二
百
石
強
ほ
ど
の
小
さ
な
村
で
し

た
が
︑紀
州
街
道
の
ル
ー
ト
上
に
あ
り
︑住
吉

大
社
に
と
っ
て
堺
の
御
旅
所
関
連
神
事
の
重

要
な
舞
台
に
な
っ
て
お
り
︑﹁
住
吉
の
松
﹂に

ち
な
ん
だ
松
並
木
で
も
有
名
な
場
所
で
あ

り
︑大
社
の
大
切
な
社
領
と
な
っ
て
い
ま
し

た
︒

　

隣
村
の
遠
里
小
野
村
と
同
様
に
︑七
道
村

も
村
の
中
央
に
新
大
和
川
が
付
け
替
え
ら

れ
︑南
北
に
分
断
さ
れ
て
村
高
も
半
減
し
て

し
ま
い
ま
す
︒

　

村
の
中
に
手
水
川
と
い
う
細
流
が
あ
り
︑

紀
州
街
道
に
手
水
橋
が
か
け
ら
れ
︑そ
の
近

辺
で
ア
シ
が
採
れ
た
よ
う
で
す
︒

　

新
大
和
川
は
狭
間
川
を
つ
ぶ
し
て
付
け
ら

れ
ま
し
た
が
︑手
水
川
は
残
さ
れ
た
よ
う
で

︵
写
真
④
︶︑葭
年
貢
は
付
替
以
後
も
続
い
て

い
ま
す
︒住
吉
大
社
近
辺
の
細
江
川
や
材
木

川
に
も
ア
シ
が
生
育
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ

ま
す
︒

　

現
在
︑ア
シ
は

よ
し
ず

葭
簀
や
楽
器
の
リ
ー
ド
に

利
用
さ
れ
て
い
る
く
ら
い
で
す
が
︑江
戸
期

に
は
︑肥
料
や
屋
根
材
︑除
草
剤
︑生
薬
︑燃

料
等
々
大
活
躍
し
て
い
ま
し
た
︒自
然
に
生

え
て
く
る
水
生
植
物
で
す
が
︑当
時
は
年
貢

を
か
け
ら
れ
る
貴
重
な
植
物
で
し
た
︒

　

近
年
は
︑水
辺
の
生
態
系
を
守
る
意
義
が

見
直
さ
れ
︑ア
シ
の
保
護
運
動
も
起
こ
っ
て

い
ま
す
︒今
で
も
大
和
川
の
各
所
で
見
ら
れ

る
ア
シ
で
す
が
︑現
在
の
住
吉
公
園
に
は
な

写真② アシ（ヨシ）の花、大和川河岸

写真③ 元禄二年（1689）
七道村年貢免定状（一部分）

囲み部分には「米壱斗 手水橋葭見取 助左衛
門分」と書かれている。（寺田家文書）

写真①木津川の澪標　上田貞治郎 写真コレクション
（大阪公立大学）「木津川口の目標として建設せられた
るもの、俗に鯖の尾と称し大阪市の徽章に採用せられ
たれども、実物は現今廃滅したり。明治十年頃の撮影
なり」

図② 元禄国絵図に見る七道村、住吉大社、苅田村などの位置関係図
（元禄国絵図 国立公文書館アーカイブより）

大和川開鑿以前の状況。安立町から七道村、堺町まで紀州街道が赤
い太線で、その東側に細赤線で熊野街道が描かれている。

図① 摂州住吉郡七道村々絵図
堺環濠北側から安立町までの絵図、松並木や新大和川、
その先に手水川で北の村界となっている唯一設置され
た大和橋などが見られる。（寺田家文書）
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住
之
江
公
園
と
護
國
神
社

大
阪
護
國
神
社
創
建

住
之
江
公
園
南
側
︑削
除
さ
れ
る
︒

　

昭
和
十
四
年︵
一
九
三
九
︶六
月
一
日
に
住
之
江

公
園
の
南
側︵
温
室
と
花
壇
を
含
む
︶が
供
用
廃
止

さ
れ
ま
し
た
︒図
１
は
大
阪
府
公
報
に
掲
載
さ
れ
た

図
面
で
す
︒︵
参
事
会
に
提
出
さ
れ
た
議
案
書
の
図

面
で
は
プ
ー
ル
を
含
め
た
東
側
境
界
ま
で
廃
止
区

域
と
し
て
い
る
︶︒

　

こ
こ
で
は
︑住
之
江
公
園
の
一
部
が
廃
止
に
至
っ

た
経
緯
を
大
阪
府
参
事
会
議
案
書
及
び
公
報
で
見

て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
︒

　

廃
止
に
先
立
つ
昭
和
十
四
年︵
一
九
三
九
︶一
月

二
十
六
日
の
参
事
会
に
提
出
さ
れ
た﹁
府
参
第
一

六
号︵
急
施
︶　

土
地
買
収
ノ
件
﹂の
議
案
書
で
︑住

之
江
公
園
の
北
西
と
南
西
角
地
に
あ
る
民
有
地
を

公
園
用
地
と
し
て
買
収
す
る
こ
と
に
同
日
付
で
可

決
確
定
し
ま
す
︒︵
図
２
︶

　

そ
の
後
︑住
之
江
公
園
一
部
廃
止
の
公
報

が
出
さ
れ
︑同
十
五
年︵
一
九
四
〇
︶四
月
十

六
日
の
参
事
会
で﹁
府
参
第
六
六
号︵
急
施
︶

　

土
地
無
償
譲
渡
ノ
件
﹂の
議
案
書
が
提
出

さ
れ
︑前
年
に
買
収
し
た
土
地
の
一
部︵
南
西

側
︶と
供
用
廃
止
さ
れ
た
住
之
江
公
園
の
南

側
を
合
わ
せ
︑一
万
坪
を﹁
神
社
境
内
地
ト
シ

テ
大
阪
護
國
神
社
ニ
無
償
譲
渡
ス
ル
モ
ノ
ト

ス
﹂と
し
︑こ
れ
も
同
日
付
で
可
決
確
定
し
て

い
ま
す
︒︵
図
３
︶

　
つ
ま
り
同
十
四
年︵
一
九
三
九
︶六
月
一

日
の
公
園
の
一
部
廃
止
は
一
万
坪
の
護
國

神
社
用
地︵
図
３
で
は
招
魂
社
敷
地
と
な
っ

て
い
る
︶と
し
て
譲
渡
す
る
た
め
の
前
段
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
︒

　

し
か
し
︑こ
の
時
に
創
建
さ
れ
た
大
阪
護

國
神
社
の
区
域
は
同
十
五
年︵
一
九
四
〇
︶

四
月
十
六
日
の
参
事
会
で
示
さ
れ
た
区
域
の

内
︑公
園
東
側
の
入
口
を
残
す
た
め
︑プ
ー
ル

を
含
む
東
側
は
譲
渡
区
域
か
ら
除
外
さ
れ
ま

し
た
︒こ
の
た
め
護
國
神
社
用
地
は
一
万
坪

に
満
た
な
い
こ
と
に
な
り
︑同
十
八
年︵
一
九

四
三
︶十
月
一
日
に
再
び
住
之
江
公
園
の
一

部︵
南
加
賀
屋
町
一
八
七
番
地
の
四
の
内
︑

面
積
千
百
九
十
四
坪
余
り
︶を
追
加
で
供
用

廃
止
し
て
い
ま
す︵
図
４
︶︒こ
の
場
所
は
図

面
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
た
め
不
明
で
す
が
︑

護
國
神
社
の
現
在
の
形
態
を
見
る
と
本
殿

の
北
西
あ
た
り
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒つ
ま
り
︑

新
し
く
設
置
さ
れ
た
相
撲
場
の
区
域
が
プ
ー

ル
に
代
わ
り
︑護
國
神
社
に
編
入
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
︒

　

こ
の
よ
う
に
住
之
江
公
園
の
一
部
が
廃
止

さ
れ
︑護
國
神
社
に
無
償
譲
渡
し
た
経
過
を

見
て
き
ま
し
た
が
︑昭
和
十
四
年︵
一
九
三

九
︶一
月
二
十
六
日
及
び
翌
年
四
月
十
六
日

の
参
事
会
の
議
案
書
に
は﹁
急
施
﹂と
い
う
文
字
が

入
っ
て
い
ま
す
︒急
い
で
用
地
を
買
収
し
︑用
地
の
無

償
譲
渡
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
︒な

ぜ
大
阪
護
國
神
社
の
創
建
を
急
ぐ
必
要
が
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
︒

　

そ
の
発
端
は
昭
和
十
三
年︵
一
九
三
八
︶の
内
務

省
に
よ
る
官
祭
招
魂
社
制
度
の
見
直
し
に
あ
り
ま

す
︒同
年
九
月
に
指
定
招
魂
社
案
を
取
り
ま
と
め
道

府
県
に
通
知
す
る
と
と
も
に
︑該
当
す
る
招
魂
社
の

有
無
の
調
査
を
求
め
ま
し
た
︒

招
魂
社
指
定
標
準
概
要︵
注
１
︶

指
定
招
魂
社
は
１
道
府
県
１
社
と
す
る
︒

一
、祭
　
神 

道
府
県
一
円
の
縁
故
者
を
祭
る
も
の
な
る
こ
と

二
、社
殿
境
内 

府
県
社
に
相
当
す
る
規
模
た
る
こ
と

三
、基
本
財
産 

五
千
円
以
上

四
、神
　
職 

本
務
神
職
を
設
置
す
る
見
込
み
の
あ
る
も
の

五
、崇
敬
区
域 

道
府
県
一
円
の
亙
る
も
の

六
、神
饌
幣
帛
料
の
共
進
　
道
府
県
費
よ
り

 

神
饌
幣
帛
料
を
共
進
す
る
見
込
み
の
あ
る
こ
と

　

そ
の
後
︑同
年
十
二
月
十
五
日
︑神
社
制
度
調
査

会
は
護
國
神
社
要
項︵
名
称
を
変
更
︶を
可
決
し
︑

内
務
省
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
法
令
を
改
正
し
︑昭
和

十
四
年︵
一
九
三
九
︶四
月
に
護
國
神
社
制
度
が
施

行
さ
れ
︑こ
の
時
点
で
道
府
県
か
ら
回
答
の
あ
っ
た

三
十
四
社
が
護
國
神
社
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
︒こ
の

時
の
指
定
に
は
大
阪
府
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
︒

　

大
阪
府
は
同
十
三
年︵
一
九
三
八
︶九
月
の
内
務

大
臣
か
ら
の
調
査
に
対
し
て
︑当
府
に
は
官
祭
招
魂

社
が
一
社
存
在
す
る
が
該
当
し
な
い
こ
と
︑紹
介
の

要
件
に
該
当
す
る
招
魂
社
は
目
下
創
建
準
備
中
で

あ
り
︑近
く
申
請
す
る
見
込
み
で
あ
る
旨
を
回
答
し

て
い
ま
す
︒同
年
十
二
月
二
十
二
日
︑大
阪
招
魂
社

造
営
大
綱
を
決
定
︑翌
年
の
一
月
に
大
阪
招
魂
社

奉
賛
会
発
足
し
︑体
制
が
よ
う
や
く
で
き
た
と
こ
ろ

で
し
た
︒

注
１：
大
阪
護
國
神
社
史
Ｐ
６
７

招
魂
社
と
招
魂
祭

　

招
魂
社
の
始
ま
り
は
明
治
元
年︵
一
八
六
八
︶五

月
︑明
治
維
新
の
殉
難
者
の
忠
魂
慰
霊
し
︑東
山
に

し
う
　

祠
宇︵
注
１
︶を
設
け
長
く
祭
祀
す
る
と
す
る
太
政
官
布

告
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
︒そ
の
太
政
官
布
告

に
よ
り
京
都
東
山
に
霊
山
招
魂
社
が
創
建
さ
れ
︑布

告
に
よ
り
地
方
縁
故
の
殉
難
者
を
祀
る
藩
主
が
各
地

に
現
れ
︑多
く
の
招
魂
社
が
創
建
さ
れ
ま
し
た︵
注
２
︶︒

明
治
七
年︵
一
八
七
四
︶に
は
︑そ
の
時
点
で
存
在
す

る
招
魂
社
に
限
り
︑以
後
︑官
費
支
給
に
よ
る
維
持
経

営
を
認
め
︑こ
れ
を
官
祭
招
魂
社
と
称
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
︒

　

大
阪
府
内
に
は
大
江
神
社
隣
接
の
国
有
地︵
４３

坪
︶に
置
か
れ
た
官
祭
招
魂
社︵
現
在
の
大
阪
市
天
王

寺
区
夕
陽
丘
に
あ
る
大
江
護
國
神
社
︶が
唯
一
あ
り

ま
す
が
︑こ
れ
は
京
阪
間
で
殉
難
し
た
長
州
藩

士
四
十
八
名
の
志
士
を
祀
っ
た
社
で
︑当
時
の

長
州
藩
大
阪
藩
邸
在
勤
者
に
よ
っ
て
明
治
二

年︵
一
八
六
九
︶八
月
十
八
日
に
造
営
さ
れ
た

も
の
で
す︵
注
３
︶︒

　

こ
れ
と
は
別
に
当
時
は
全
大
阪
で
の
招
魂

祭
が
城
東
練
兵
場
に
お
い
て
︑仮
設
の
祭
壇
を

設
け
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
︒そ
の
始
ま
り
は
明

治
十
年︵
一
八
七
七
︶の
西
南
戦
争
の
戦
没
者

を
弔
う
慰
霊
碑
が
明
治
十
六
年︵
一
八
八
三
︶

三
月
︑大
阪
市
中
之
島
に
明
治
記
念
碑
と
し

て
大
阪
偕
行
社
に
よ
り
建
立
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
ま
す︵
図
５
︑６
︶︒同
年
五
月
六
日
か
ら

三
日
間
︑こ
の
明
治
記
念
碑
前
で
第
一
回
招

魂
祭
が
行
わ
れ
︑そ
の
後
大
阪
偕
行
社
が
運
営

の
中
心
と
な
り
毎
年
招
魂
祭
が
続
け
ら
れ
て

い
ま
し
た
が
︑日
清
戦
争
の
戦
没
者
を
合
わ
せ

て
弔
う
こ
と
に
な
る
と
明
治
記
念
碑
前
で
は

手
狭
に
な
り
︑明
治
三
十
三
年︵
一
九
〇
〇
︶

に
は
城
東
練
兵
場
に
祭
壇
を
設
け
︑英
霊
を
祀

る
盛
大
な
祭
典
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
す
︒こ

の
招
魂
祭
は
第
四
師
団
管
区
を
対
象
と
す
る
も
の

で
︑他
府
県
に
わ
た
る
と
同
時
に
︑祭
祀
施
設
も
臨
時

仮
設
の
も
の
で
︑遺
族
や
一
般
府
民
の
日
常
的
な
祭

祀
か
ら
見
れ
ば
不
十
分
な
も
の
で
し
た
︒城
東
練
兵

場
の
招
魂
祭
は
昭
和
十
五
年︵
一
九
四
〇
︶に
大
阪

護
國
神
社
が
創
建
さ
れ
る
ま
で
続
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
︒招
魂
祭
の
場
所
が
城
東
練
兵
場
に
替
わ
っ

た
こ
と
に
よ
り
︑明
治
記
念
碑
は
同
三
十
五
年
に
大

阪
偕
行
社
の
敷
地
に
移
転
さ
れ
ま
し
た
︵
注
３
︶︵
図

７
︶︒

大
阪
護
國
神
社
創
建︵
注
４
︶

　

大
阪
護
國
神
社
創
建
の
経
緯
を
住
之
江
公
園
の

変
化
と
対
比
で
き
る
よ
う
︑年
月
ご
と
に
護
國
神
社

の
動
き
を
箇
条
書
き
に
ま
と
め
た
も
の
が
次
の
通
り

で
す
︒

一
、昭
和
十
三
年
四
月
二
十
五
日
に
池
田
大
阪
府
知
事

図1　昭和14年（1939）6月1日 供用廃止区域図　大阪府公報

図7　大正14年（1925）大大阪明細地図 偕行社と城東練兵場 

図5　明治35年頃 右側に明治記念碑、手前が豊国神社。
上田貞治郎写真コレクション（大阪公立大学） 

図6　明治18年頃 中之島の明治記念碑
新修大阪市史第10巻　歴史地図

図4　昭和18年
10月1日

大阪府公報 

い
よ
う
で
す
︒

　

江
戸
初
期
か
ら
村
が
高
槻
藩
と
の

あ
い
き
ゅ
う

相
給
︵
領

主
が
複
数
の
村
︶と
な
り
︑代
々
に
渡
り
苅
田
村

と
庄
屋
役
を
兼
帯
し
て
い
た
当
家
に
こ
の
文
書

が
残
り
ま
し
た
︒

　

な
お
︑前
頁
に
掲
載
し
て
い
る
元
禄
国
絵
図
を

見
ま
す
と
︑大
和
川
開
削
以
前
の
七
道
村
が
堺
の

町
々
に
北
接
し
て
見
え
ま
す
︒住
吉
大
社
の
南
に

細
江
川
と
手
水
川
が
︑住
吉
社
領
の
村
々
に
は
村

名
の
右
肩
に﹁
住
吉
﹂と
書
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
︒

寺
田
家
が
庄
屋
を
務
め
る
苅
田
村
は
︑よ

さ
み
い
け

依
羅
池
の

東
側
に
描
か
れ
て
い
ま
す
︒︵
図
②
︶︵
寺
田
孝
重
︶

注
１：
小
物
成
年
貢
と
は
︑田
畑
以
外
に
賦
課
さ
れ
た
雑
税 

 

の
総
称
︒江
戸
時
代
に
は
土
地
の
用
益
や
産
物
が
対 

 

象
に
な
り
ま
し
た
︒

写真④ 現在の手水川。右側が阪堺線に架かるもと手水川の橋梁で、
川は今は暗渠化され道路になり、左写真に続く形になっている。


